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車を駐車・停車する時はエンジンを止めるなどエコドライブを実践し、燃料を無駄に消費しないようにしましょう車を駐車・停車する時はエンジンを止めるなどエコドライブを実践し、燃料を無駄に消費しないようにしましょう
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　市政への市民参加の機会を
創出し、多様な意見などを反
映させるため、附属機関等（委
員会・協議会など）の公募委
員候補者名簿への登録案内を
郵送します。申し込みいただ
いた方の中から、附属機関等
の委員の改選時などに就任を
依頼します。
t�住民基本台帳から無作為に
抽出した18歳以上の800人

→政策経営課（内446）

附属機関等の委員への就任の流れ

附属機関等に
公募委員として参加 就任を見送り

対象者に公募委員候補者名簿へ
の登録案内を5月中旬に発送

返送不要希望する分野を選択して
6月5日（金）までに
返送（消印有効）

附属機関等の委員の
改選時などに

名簿をもとに就任を依頼
お願い� します

名簿に登録します（有効期間＝2年間）

申し込み
いただける場合

申し込み
いただけない場合

承諾いただける
場合

承諾いただけない
場合

附属機関等の公募委員候補者を募集

参加者の声

市を良くして
いきたいという思いが

強くなった

知識や経験が無くても
できました

市政のことを
知ることができた

　特殊詐欺等対策電話機（＊）購入費
用の一部を補助します。
（＊）�自動通話録音機能と自動で相手

に通話を録音することを伝える
機能が備わった電話機

t特殊詐欺等対策電話機を購入した
市内在住の65歳以上の方※自動通
話録音機の貸与・特殊詐欺等対策
電話機購入補助を受けている方、
購入後1年を経過したものを除く

補助額購入費用の1/2※上限5,000円

m電話で補助の対象となることを確
認のうえ、申請書兼請求書と必要
書類を郵送で〒185-8501防災安
全課へ
申請書配布市ＨＰからダウンロード可。
希望する方には申請書類を郵送し
ます
z自動通話録音機能が作動するかを
確認するため、購入した電話機を
設置後に申請してください

令和元年の市内の特殊詐欺被害 27件・約3,119万円

→防災安全課（内357）

住宅用太陽光発電機器等住宅用太陽光発電機器等
設置費用設置費用のの一部一部をを助成助成

　所有する市内の住宅に、次の対象
機器を新たに設置した方へ、助成金
を交付します。
対象機器・助成金額
●�太陽光発電機器＝発電量1キロワ
ットにつき20,000円（上限80,
000円）

●燃料電池（エネファーム）＝一律40,000円
　t�市内に住宅を所有している個人・法人※住宅の所有者が申請者
になります／事業所が併設されていても住宅としての延べ床面
積が過半を超えていれば対象／自立した電源確保を目的として
いるため、全量売電の場合は対象外

　m�事前にまちづくり計画課（市役所第2庁舎）へ電話で相談のうえ、
対象機器の設置後、令和3年3月31日（水）までに必要書類を郵
送等で〒185-8501同課へ※詳しくは市ＨＰをご覧いただく
か、同課へお問い合わせください

→まちづくり計画課（内548）

期間6月～令和3年2月
調査者市が委託した建築士
調�査対象市内の道路に面するすべ
てのブロック塀など（石・万年
塀、レンガ造の塀を含む）
z�基礎・詳細調査の費用負担はあ
りません。詳しくはお問い合わ
せください

　市内の道路に面するブロック塀等の安全性を確認する調査を行い
ます。

ブロック塀等ブロック塀等のの調査調査にに
ご協力くださいご協力ください

→建築指導課（内485）

調査の流れ
基礎調査
目視での塀の安全確認

↓
詳細調査
（安全性に疑いがある時）
調査の際に所有者等へ声をか
けて塀の傾きなどを確認

↓
調査結果の説明
詳細調査結果の説明・撤去工
事等助成制度の案内

詳細調査中

特殊詐欺等対策電話機購入費用特殊詐欺等対策電話機購入費用のの一部一部をを補助補助 特殊詐欺から
自分の身を守りましょう

着信 着信すると、自動で「この電話の通話内容は防犯のために録音
されています。あらかじめご了承ください」という警告メッセ
ージを流します
※メッセージは機種によって異なります

呼び出し 警告メッセージの後、電話の呼び出し音が鳴ります

着信から録音までのイメージ

通話 受話器を取り通話が始まると、自動的に録音を始めます


